
「通所介護」 重要事項説明書 
＜令和７年２月１日現在＞ 

当事業所は介護保険の指定を受けています 
（盛岡市指定 第 ０３７０１０５４４７号） 

当事業所は利用者に対して、通所介護サービスを提供します。事業者の概要や提供されるサービスの内
容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明いたします。 
≪目 次≫ 
１． 事業者  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １  
２． 事業者の概要  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 
３． 事業所の職員体制  ・・・・・・・・・・・・・・・ ２  
４． 営業日･営業時間及びサービス提供時間     ・・・・・ ２  
５． サービスの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３  
６． 利用料金（一日当たり） ・・・・・・・・・・・・・ ３  
７． 利用中止について   ・ ・・・・・・・・・・・・・ ３ 
８． 利用料金のお支払方法   ・・・・・・・・・・・・・ ４ 
９． 苦情の受け付けについて   ・・・・・・・・・・・・ ４ 
１０．非常災害対策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 
１１．事故発生について ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 
１２．緊急時の対応について ・・・・・・・・・・・・・・ ４  
１３．秘密保持について ・・・・・・・・・・・・・・・・ ５  
１４．虐待防止について ・・：・・・・・・・・・・・・・ ５ 
 
１、事業者 
（１） 事業者名          合同会社 オンリーライフ 
（２） 事業者所在地        岩手県盛岡市新田町 10 番 8 号 
（３） 電話番号          ０１９－６０１－７６５２ 
（４） 代表者氏名         内村 一彦 
（５） 設立年月日         平成 ２５年 １１月 ８日 
２、事業所の概要 
（１） 事業所の種類       通所介護（介護予防）事業所 
（２） 事業所の名称       デイサービス 明来日 
（３） 事業所所在地       岩手県盛岡市新田町１０番８号 
（４） 定員                      1日 ２３名 
（５） 電話番号         ０１９－６０１－７６５２ 
（６） ＦＡＸ番号        ０１９－６０１－７６５７ 
（７） 事業所管理者        内村 一彦 
 



（８） 事業所の目的と当施設運営方針 
①目的 

  要介護状態（以下、｢要介護状態｣という）となった場合においても、その利用者が可能な限りその居
宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世
話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者
の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。 

 
②運営の方針は、以下のとおりとする。 
❶利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、そ
の目標を設定し、計画的に行うものとする。 

❷事業の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む
ことができるよう必要な援助を行う。 

❸事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの
提供方法等について、理解しやすいように説明する。 

❹事業に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 
❺事業は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必
要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に認知症の状態にある要介護者等に対し
ては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。 

（９）開設年月日    平成２６年５月１５日 
（１０）通常の送迎の実施地域    盛岡市（玉山地域を除く） 
(１１) 事業所が行っている他の事業   

    指定訪問介護事業所 明来日 
    住宅型有料老人ホーム 明来日 
３、事業所の職員体制 
事業所に勤務する従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 
❶管理者  １名 

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに従業者に事業に関する
法令等の規程を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 

❷生活相談員 １名以上 
   生活相談員は通所介護計画に基づき、利用者の心身の状況を的確に把握し、その利用者が日常生

活を営むことができるよう適切な機能訓練及び相談、援助等の生活指導を行う。 
❸看護職員  １名以上 

   看護職員は、看護その他の指定通所介護の提供に当たる。 
❹介護職員  2.6 名以上 

   介護職員は、介護その他の指定通所介護の提供に当たる。 
❺機能訓練指導員 １名以上 

   機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練、指導、助言を
行う。 



❻調理員  2 名以上 
   調理業務を行う。 
４、営業日・営業時間及びサービス提供時間 
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 ただし、災害、悪天候等やむを得ない事情が生
じた場合は、利用者等に連絡の上変更することがある。 
❶営業日    年中無休 
❷営業時間   ８：１５～１７：１５ 
❸サービス提供時間   ８：４５～１６：１５ 

５、サービス内容 
❶通所介護計画の作成 
❷介護サービス 
❸入浴サービス 
❹食事サービス 
❺送迎 
❻日常生活動作の機能訓練 
❼介護に関する相談援助 
❽健康状態の確認  

※サービス利用に当たっての留意事項 
・利用者の心身の状況等に変化が見られた場合は、事業所までご連絡をお願いします。 
・事業所の設備、備品使用の際は、職員の指示に従って下さい。 
・他のサービス利用者の迷惑となるような行為が無いよう、ご注意願います。 
６、利用料金 
（１）通所介護費（介護保険による自己負担１割の額） 

(通常規模) 要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５ 
７時間以上８時間未満  ６５８円 ７７７円 ９００円 １，０２３円 １，１４８円 
６時間以上７時間未満  ５８４円 ６８９円 ７９６円 ９０１円 １，００８円 
５時間以上 6 時間未満  ５７０円 ６７３円 ７７７円 ８８０円 ９８４円 
４時間以上５時間未満 ３８８円 ４４４円 ５０２円 ５６０円 ６１７円 
３時間以上４時間未満 ３７０円 ４２３円 ４７９円 ５３３円 ５８８円 
・サービス提供加算Ⅱ １８単位(円) 

 ・処遇改善加算Ⅲ 8％ (令和 6 年 6 月から) 
 ・入浴介助加算Ⅰ ４０単位(円) 
 ・感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応  ３％ 
・送迎が片道のみの場合は４７単位（円）減算されます。 
・住宅型有料老人ホーム明来日利用者で当デイサービスをご利用される方は、利用料から９４単位（円）
減算されます。  

・体調不良・通院等の都合で通常サービス提供時間のサービスが受けられなかった場合は、サービスを
利用した時間で利用料金を計算いたします。 



（２）その他の実費 
 ❶昼食代  ６００円 
 ❷おむつ代 （リハビリパンツ等 １５０円、パット ５０円） 
 ❸行事・レクリエーション  かかった費用を負担いただきます。 
 ❹送迎に係る追加料金 
  通常の事業実施地域を超えて、利用者の選定により行う送迎の費用は１キロ５０円 
７、利用料金のお支払い方法 

窓口にて現金支払いまたは、銀行振込とさせて頂きます。銀行振り込みの場合は、振込明細をもって
領収書に代えさせていただきます。請求書は、月末締めの翌１０日前後に発行し、郵送または連絡帳に
入れてお知らせ致します。 

８、利用中止について 
利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になり利用の中止の申し出をされた場合、取消料として

下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、利用者の体調不良等の正当な事由がある場合
はこの限りではありません。 

 ・正当な事由がある場合はこの限りではありません。・・・・・・・無料 
・利用予定日の前日の午後５時までに申し出がなかった場合・・・ 食事代の 50％ 
・利用予定日の当日の午前９時までに申し出がなかった場合・・・ 食事代の 100％ 

（２）サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により、利用者の希望する期間に
サービスの提供ができない場合、事業者が他の利用可能日時を協議し、利用者に提示します。 

（３）利用者がサービスを利用している期間中でも利用を中止することが出来ます。その場合、既に実施
されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 

９、苦情の受付について 
（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
  ・苦情受付窓口 【担当者】生活相談員 内村 和也 
  ・受付時間   ９：００～１７：００ 
  ・電話番号   ０１９－６０１－７６５２ 
（２）その他の苦情受付期間 
  ① 盛岡市介護保険課  ０１９－６２６－７５６２ 
  ② 国民健康保険団体連合会（介護保険課） ０１９－６０４－６７００   
  ③ 岩手県福祉サービス運営適正化委員会（苦情解決相談員） ０１９－６３７－８８７１ 
１０、非常災害対策について 
 消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、
消防法第８条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行います。 
(１) 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。 
(２) 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。 
(３) 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。 
 ・総合訓練    年２回以上 



 ・非常災害用設備の使用方法の徹底 
（４）事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所介護の提供を継続的に実施す
るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための事業継続計画を策定するとともに、その計
画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。 
１１、事故発生時について 
サービス提供時間(送迎時含む)に事故が発生した場合は、家族・居宅介護支援事業者等に連絡すると共

に、必要な措置を講じます。また、利用者・利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、
速やかに利用者に対して損害を賠償します。但し、当事業所に故意過失が無かった場合はこの限りでは
ありません。 
１２、緊急時の対応について 
サービス提供中(送迎時含む)に利用者の容体に変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治

医等への連絡を行い、医師の指示に従います。又、緊急連絡先に連絡いたします。 
１３、秘密保持について 
当事業所では、正当な理由がない限り、利用者に対するサービスの提供に当たって知り得た利用者又は

利用者の家族の秘密は洩らしません。 
１４、虐待防止について 
（１）事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者

に対し研修を実施する等の措置を講じる。 
（２）事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護す

る者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する
ものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和  年  月  日 
 
事業所は、通所介護ご利用に当たり、利用者に対して本書面に基づき、重要な事項を説明しました。 

尚、当施設の重要事項説明書は岩手県指定情報公表センターにて公表を受けております。 
 

≪事業者≫ 
所在地 岩手県盛岡市新田町１０番８号 
事業者 デイサービス 明来日 
説明者 管理者・生活相談員  内村 一彦   印 

  
私は、本書面に基づいて事業者から通所介護についての重要事項の説明を受け、これに同意いたしまし

た。 
代理人は、私の身元引受人としての責任、また、契約書及び本書面に基づく一切の責務につき、連帯し

て履行する責任を負います。但し、社会通念上、代理人を立てる事が出来ない相当の理由が認められる場
合には、その限りではありません。 
 

≪利用者≫ 
 
住所                            

 
氏名                           印 

 
≪代理人≫ 
 
住所                              

 
氏名                            印 


